
電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 

 

（情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 この特記事項（以下「特記事項」という。）

は、委託契約約款（以下「約款」という。）の特記

条項として、電子計算機処理等（開発、運用、保守

及びデータ処理等をいう。）を目的とする委託契約

（以下「この契約」という。）に関する公益社団法

人２０２７年国際園芸博覧会協会(以下「委託者」

という。)が保有する一般に公開していない情報

（非開示情報という。）及び非開示情報以外の情報

をいう。以下同じ。）の取扱いについて、必要な事

項を定めるものである。 

２ 情報を電子計算機処理等により取り扱う者（以

下「受託者」という。）は、情報の保護の重要性を

認識し、この契約による業務を遂行するための情

報の取扱いにあたっては、委託者の業務に支障が

生じることのないよう、情報を適正に取り扱わな

ければならない。 

３ 受託者は、この契約による業務を遂行するにあ

たっては、委託者が定めるこの契約に係る各種ガ

イドラインを遵守しなければならない。 

（適正な管理） 

第２条 受託者は、この契約による業務に係る情報

の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の情

報の適正な管理のために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 受託者は情報の取扱いに関する規定類を整備す

るとともに、情報の適正な管理を実施する者とし

て管理責任者を選定し、委託者に通知しなければ

ならない。 

３ 受託者は、第１項の目的を達成するため、電子計

算機を設置する場所、情報を保管する場所その他

の情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）

において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安

全対策を講じなければならない。 

４ 受託者は、委託業務に着手する前に前２項に定

める安全対策及び管理責任体制について委託者に

報告しなければならない。 

５ 受託者は、第２項及び第３項に定める受託者の

安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由

を示して異議を申し出た場合には、これらの措置

を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴

い経費が必要となった場合は、その費用負担につ

いて委託者と受託者とが協議して決定する。 

（従事者の監督・監査） 

第３条 受託者は、この契約による業務に従事して

いる者（以下「従事者」という。）に対し、この契

約による業務に関して知り得た非開示情報をみだ

りに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しない

よう、必要かつ適切な監督を行わなければならな

い。この契約が終了し、又は解除された後において

も同様とする。 

（収集の制限） 

第４条 受託者は、この契約による業務を遂行する

ために情報を収集するときは、当該業務を遂行す

るために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段に

より収集しなければならない。 

（目的外利用の禁止等） 

第５条 受託者は、書面による委託者の指示又は承

諾があるときを除き、この契約による業務に係る

情報を、当該業務を遂行する目的以外の目的で利

p 用してはならない。 

（複写、複製の禁止） 

第６条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承

諾があった場合を除き、この契約による業務を遂

行するに当たって委託者から提供された、非開示

情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及

び電磁的記録（以下「非開示資料等」という。）を

複写し、又は複製してはならない。ただし、契約に

よる業務を効率的に処理するため受託者の管理下

において使用する場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合は、受託者は、複写又は複製

した資料の名称、数量、その他委託者が指定する項

目について、速やかに委託者に報告しなければな

らない。 

（作業場所の外への持出禁止） 

第７条 受託者は、書面による委託者の指示又は承

諾があるときを除き、この契約による業務を遂行

するために委託者から貸与され、又は受託者が収

集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を作

業場所の外へ持ち出してはならない。 

（再委託の禁止等） 

第８条 受託者は、この契約による業務を遂行する

ために得た非開示情報を自ら取り扱うものとし、

第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらか

じめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この

限りでない。 

２ 受託者は、前項ただし書の規定により非開示情

報を取り扱う業務を再委託する場合は、当該再委

託を受けた者（以下「再受託者」という。）の当該

業務に関する行為について、委託者に対しすべて

の責任を負うとともに、第１条第２項に定める基

本的な情報の取扱いを再受託者に対して課し、あ

わせて第２条の規定を再受託者に遵守させるため

に必要な措置を講じなければならない。 

３ 受託者は、前項の再委託を行う場合は、受託者及

び再受託者が特記事項を遵守するために必要な事

項及び委託者が指示する事項を再受託者と約定し

なければならない。 

４ 受託者は、再受託者に対し、当該再委託による業

務を遂行するために得た非開示情報を更なる委託

等により第三者に取り扱わせることを禁止し、そ

の旨を再受託者と約定しなければならない。 

（非開示資料等の返還） 

第９条 受託者は、この契約による業務を遂行する

ために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、

複製し、若しくは作成した非開示資料等を、この契

約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返

還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が

別に指示したときは、当該方法によるものとする。 

２ 前項ただし書の場合において、委託者が当該非

開示資料等の廃棄を指示した場合、廃棄方法は焼

却、シュレッダー等による裁断、復元困難な消去等

当該情報が第三者の利用に供されることのない方

法によらなければならない。 

３ 第１項の場合において、受託者が正当な理由な

く指定された期限内に情報を返還せず、又は廃棄
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しないときは、委託者は、受託者に代わって当該情

報を回収し、又は廃棄することができる。この場合

において、受託者は、委託者の回収又は廃棄につい

て異議を申し出ることができず、委託者の回収又

は廃棄に要した費用を負担しなければならない。 

（報告及び検査） 

第 10 条 委託者は、この契約の履行期間中必要と認

めた場合は、受託者に対して、情報の管理の状況及

び委託業務の履行状況について、報告を求めるこ

とができる。 

２ 委託者は、この契約の履行期間中必要と認めた

場合は、情報の管理の状況及び委託業務の履行状

況について、作業場所において検査することがで

きる。 

３ 前２項の場合において、報告又は検査に直接必

要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者

の故意又は過失により、過分の費用を要した分に

ついては、委託者がこれを負担しなければならな

い。 

（事故発生時等における報告） 

第 11 条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受

託者及び再受託者がこの契約による業務のために

収集した情報について、火災その他の災害、盗難、

漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによ

る被害、不正な利用、不正アクセス等の事故が発生

した場合の対処方法を事前に提示すること。 

２ 受託者は、前項の事故が生じたとき、又は生ずる

おそれがあることを知ったときは、速やかに委託

者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この

契約が終了し、又は解除された後においても同様

とする。 

（引渡し） 

第 12 条 受託者は、約款第 27 条第２項の規定によ

る検査（以下「検査」という。）に合格したときは、

直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添えて委

託者の指定する場所に納入するものとし、納入が

完了した時をもって契約の履行の目的物の引渡し

を完了したものとする。 

（契約の解除及び損害の賠償） 

第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、

この契約の解除及び損害賠償の請求をすることが

できる。 

(1) この契約による業務を遂行するために受託者

又は再受託者が取り扱う非開示情報について、

受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による

漏えい、滅失、き損及び改ざんがあったとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、

この契約による業務の目的を達成することがで

きないと認められるとき。 

２ 委託者は、受託者が特記事項前条の規定による

検査に不合格となったときは、この契約を解除す

ることができる。 

（著作権等の取扱い） 

第14条 この契約により作成される成果物の著作権

等の取扱いについては、約款第５条の規定にかか

わらず、次の各号に定めるところによる。 

(1) 受託者は、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）

第 21 条（複製権）、第 26 条の３（貸与権）、第

27 条（翻訳権、翻案権等）及び第 28 条（第二次

著作物の利用に関する原著作者の権利）に規定

する権利を、目的物の引渡し時に委託者に無償

で譲渡するものとする。 

(2) 委託者は、著作権法第 20 条（同一性保持権）

第２項第３号又は第４号に該当しない場合にお

いても、その使用のために、この契約により作成

される目的物を改変し、任意の著作者名で任意

に公表できるものとする。 

(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得

なければ、著作権法第 18 条（公表権）及び第 19

条（氏名表示権）を行使することができないもの

とする。 

(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有して

いる著作物の著作権は、受託者に留保されるも

のとする。この場合において、受託者は、委託者

に対し、当該著作物について、委託者が契約の履

行の目的物を使用するために必要な範囲で、著

作権法に基づく利用を無償で許諾するものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、著作物の利用につい

て設計図書で別段の定めをした場合には、その図

書の定めに従うものとする。 

３ 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第

三者の著作権、特許権その他の権利を侵害してい

ないことを保証するものとする。ただし、委託者の

責に帰すべき事由を起因として権利侵害となる場

合は、この限りではない。 

（監査） 

第 15 条 受託者は、委託者が必要と認めた場合、委

託者による監査の受け入れまたは独立した第三者

による監査を実施する。 

２ 受託者は、必要に応じて委託者が実施する業務

委託事業者の施設への立ち入りが不可能な場合、

代替情報を開示する。 

（教育の実施） 

第 16 条 受託者は、全ての作業責任者及び全ての作

業従事者に対して、情報セキュリティに対する意

識の向上、遵守すべき事項、その他委託業務の適切

な履行に必要な事項について、教育及び研修を実

施する。 

（サービスレベルの保証） 

第 17 条 受託者は、委託者と事前に協議の上定めた

サービスレベルを保証する。 

 

 


